
農地保有合理化促進事業（拡充）

【平成21年度概算決定額：1,472,408（2,149,303）千円】

対策のポイント
農業者の経営資源の円滑な承継を支援するとともに、農地の仲介機能を有

する農地保有合理化法人の事業推進体制を強化し、担い手の規模拡大に伴う
負担を軽減することにより農地集積の加速化を進めます。

（農地保有合理化事業とは）

農地保有合理化事業は、公的機関である農地保有合理化法人が、規模縮小農家等から

農地を買い入れ（借り入れ 、担い手に農地を売り渡す（貸し付ける）ことにより円滑）

な経営規模の拡大を支援する事業で、担い手への農地集積を進める上で重要な政策手段

となっています。

（農地保有合理化事業の現状）

農地保有合理化事業が利用集積に介入した面積は、平成18年度において、売買により

0.8万ha、貸借により1.6万haの計2.4万haとなっており、近年増加傾向にあります。

政策目標
担い手が経営する農地面積割合(農業構造の展望)

〈平成１７年〉 〈平成２７年〉
約４割 → ７～８割程度

＜内容＞

１．経営困難に陥った農業者の経営資源の円滑な承継（拡充）
経営困難に陥った農業者の経営資源（農地・施設等）を農地保有合理化法人が買

適正価格の査定（デュい入れる際に、売渡しを受ける担い手の農業経営を勘案した

します。ーデリジェンス）の実施を支援

一また、買い入れた農地等の生産性を低下させないよう、農地保有合理化法人が

します。時管理する際の管理経費を支援

２．事業推進体制の強化（継続）
農地保有合理化法人における相談窓口設置や集落段階で活動する現地調整員（Ｊ

Ａや普及センターのＯＢ等）の配置を支援し、地域の視点に立って担い手のニーズ

に応じた農地集積を推進します。

補助率：定 額、７／１０以内、６／１０以内、１／２以内

事業実施主体：都道府県 （社）全国農地保有合理化協会、農地保有合理化法人、

事業実施期間：平成12年度～平成25年度

［担当課：経営局経営政策課（０３－６７４４－２１４４（直 ］））



経営困難に陥った農業者の経営資源の円滑な継承（経営再生支援事業助成費）
農地保有合理化促進事業（拡充）

経営困難に陥った農業者

・債務整理により、優良な経営資源
（農地・施設等）が分散・消失する恐れ

買入れ買入れ

農地保有合理化法人

・経営資源の買入れ・売渡し
・金融機関等債権者との調整
・買い入れた農地等の一時管理

経営資源

・農業再生委員会や農地保有合理化
法人のアドバイス等により経営再生

都道府県担い手育成総合支援協議会

別途、「全国担い手経営展開支援事業」等により、国が支援

（社）全国農地保有合理化協会
（事業実施主体）

買入価格査定第三者委員会
（メンバー：弁護士、税理士、公認会計士等）

【経営資源のデューデリジェンス】
・売渡しを受ける担い手の農業経営
を勘案した適正価格の査定
・債権者との調整をサポート

買入価格査定第三者委員会
（メンバー：弁護士、税理士、公認会計士等）

【経営資源のデューデリジェンス】
・売渡しを受ける担い手の農業経営
を勘案した適正価格の査定
・債権者との調整をサポート

① 相談 ② 買い受け要請

③ 支援活動

経営再生を果たした担い手

○ 経営困難に陥った農業者の経営資源（農地・施設等）を買い入れる際に、売渡しを受ける担い手の農業経営を勘
案した適正価格の査定（デューデリジェンス）の実施を支援

○ 買い入れた農地等の生産性を低下させないよう、農地保有合理化法人が一時管理する際の管理経費を支援

規模拡大を図る担い手

・優良な経営資源の受け皿となり、自
らの経営発展が可能

売渡し売渡し

一時貸付後
に売渡し

新たな国の支援
○ 農地等の管理経費支援

・管理耕作等に要する経費

○ 第三者委員会の活動経費支援
・デューデリジェンス業務費
・価格決定会議開催経費
・活動手当等

（予算措置）

新たな国の支援
○ 農地等の管理経費支援

・管理耕作等に要する経費

○ 第三者委員会の活動経費支援
・デューデリジェンス業務費
・価格決定会議開催経費
・活動手当等

（予算措置）

・経営困難に陥った農業者
の経営を見極め、
① 再生可能か
② 整理承継か

を判断の上、債権整理・回
収に際して、経営資源の買
い受けを農地保有合理化
法人に要請

・経営困難に陥った農業者
の経営を見極め、
① 再生可能か
② 整理承継か

を判断の上、債権整理・回
収に際して、経営資源の買
い受けを農地保有合理化
法人に要請

農業再生委員会

④ 価格提示

後継者 本人

経営再生型

経営清算型

※この他、農地保有合理化法人が競売に参
加する「競売型」を措置




